
該当サー

ビス種別 

短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・ 

地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護・ 

指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）・介護老人保健施設・介護医療院 

項目 

看取り介護加算（指定介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入居
者生活介護・特定施設入居者生活介護） 
看取り連携体制加算（短期入所生活介護） 
ターミナルケア加算（介護老人保健施設） 
それぞれに関し、医師の判断について 

指摘内容 
看取り介護加算・看取り連携体制加算・ターミナルケア加算を算定しているが、医師

が回復の見込みがないと診断したことが確認できない事例があった。 

改善内容 

看取り介護加算・看取り連携体制加算・ターミナルケア加算の算定は、その対象者

が、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者

である場合に認められるものなので、診断結果の記録が必要となります。その点、ご留

意ください。 

備考  

 


